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大網白里市男女共同参画計画策定について 

 

１ 策定の趣旨 

  「大網白里市男女共同参画計画」は、計画期間 5 年間の計画で、平成 28 年

3月に初めて策定され、令和３年３月には現行計画である「第２次大網白里市男

女共同参画計画」がスタートし、各施策を実施してきたが、令和８年３月末をも

って期間が終了することから、これまでの成果と課題を踏まえつつ、なお一層の

男女共同参画を推進するため、「第３次大網白里市男女共同参画計画」を策定す

る。 

 

２ 計画の位置づけ 

この計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14条第 3項に基づく市町村計画

で、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（DV 防止法）

第２条の３第３項に基づく配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施に関する基本計画、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律」（女性活躍推進法）第６条第２項に基づく、女性の職業生活における活躍に関

する施策についての市町村推進計画でもある。 

 

３ 計画の期間 

  計画の期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間。 

 

４ 策定方法 

（１） 大網白里市男女共同参画計画検討委員会の開催 

   庁内の検討組織である検討委員会で、計画策定に係る検討等を行う。 

 

（２） 大網白里市男女共同参画審議会の開催 

   学識経験者、関係団体等の代表者、公募委員等による審議会を開催し、計画

策定に関し市民の意見を聴取、反映する。公募委員については、新たに募集

を行う。 

   ※計画策定後も計画の進捗管理、評価等を実施 

 

（３） 市民意識調査・事業所意識調査の実施 

   市民の男女共同参画に関する意識や、生活実態、事業所の男女共同参画に関

する意識や現状などを総合的に把握し、計画策定に反映させるための基礎的

資料を得ることを目的に市民意識調査及び事業所調査を実施する。 

    

 

（４） パブリック・コメントの実施 

   計画素案について、市ホームページ等によりパブリック・コメントを実施し、

市民からの意見を聴取する。 
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【基本目標】 【基本的課題】 【施策の方向】 

 

１ 施策の体系（第2次大網白里市男女共同参画計画） 
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Ⅰ 男女共同参画を

推進する環境づく

り 

(1)男女共同参画への意

識啓発 

①男女共同参画に関する調査研究、情報収集・提供 

②家庭、地域における男女共同参画意識の啓発 

(2)男女共同参画の視点

に立った教育・学習の

推進 

①学校教育、社会教育における男女共同参画の推進 

②家庭、地域における男女平等教育学習の推進 

③生涯学習における男女共同参画の推進 

(3)政策・方針決定過程

における男女共同参

画の促進 

①各種審議会等への女性の参画促進 

②事業所、団体等における方針決定過程への女性の参画促進  

③市役所における管理職等への女性の登用推進 

Ⅱ 家庭からはじま

る男女共同参画へ

の意識づくり 

(1)男女がともに支え合

う家事・育児・介護等

の支援 

①子育て、介護における男女共同参画の推進 

②男性の生活技術習得の推進 

Ⅲ 男女がともに個

性と能力を発揮で

きる職場・労働環境

づくり 

(1)男女がともに能力を

生かせる職場づくり

の促進 

①職場における男女の均等な機会・待遇の確保と女性の就業継続支援  

②農業、商工業等自営業における男女共同参画の促進 

③女性の起業や再就職の支援 

(2)仕事と家事・育児・

介護等の両立の推進 

①ワーク・ライフ・バランスの意識定着と環境整備 

②子育て支援 

③高齢者、障がい者への介護支援 

Ⅳ 男女がともに安

心して暮らせる地

域づくり 

(1)地域における男女共

同参画の促進と地域

環境の整備 

①地域における慣習、慣行の見直しの啓発 

②地域活動における女性の参画促進 

①防災における男女共同参画の促進 

②女性の視点を盛り込んだ防災対策の促進 

①妊娠、出産等に関する健康支援 

②性差に配慮した健康支援 

①ＤＶ・虐待被害者等に対する広報・啓発 

②相談・支援体制の充実 

③関係機関との連携強化 

④ストーカーや性犯罪等の防止対策の推進 

①人権尊重意識の啓発 

②多文化共生の推進 

③性の多様性に関する理解の推進 

 

 

 

(2)防災における男女共

同参画の促進 

(3)男女共同参画の視点

に立った健康支援 

Ⅴ あらゆる暴力の根

絶と人権の尊重 

(1)ＤＶ（ドメスティッ

ク・バイオレンス）・

虐待等の防止と被害

者支援 

(2)ハラスメントの防止 

①ひとり親家庭など生活上困難な状況に置かれている人への支援 

②高齢者・障がい者への自立支援 

③外国人が暮らしやすい環境の整備 

(4)誰もが安心して暮ら

せる環境の整備 

(3)相互理解と人権尊重 

①セクハラ（セクシャル・ハラスメント）、パワハラ（パ

ワー・ハラスメント）等の防止対策の推進 
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３ 指標一覧 

基本 

目標 

事業 

番号 

指標名 指標 令和 5 年

度実績 

担当課 

Ⅰ 

 

１ 市民意識調査（男女平等に関す

る意識）において「平等になっ

ている」と答える割合 

増加 

(令和 7 年度までに

１回) 

未実施

（令和 6

年実施予

定） 

地域づくり課 

Ⅰ ５ 広報紙、ホームページ等を利用し

た男女共同参画についての啓発 

年１回以上 ７回 

 

地域づくり課 

Ⅰ ６ 教職員研修（希望研修）への参加 年１回以上 年２回 

（ 参 加 者

数  １ ５

名） 

管理課 

Ⅰ ７ 職場体験学習の実施 年１回以上 年１回 

 
管理課 

Ⅰ ９ 各幼稚園と小・中学校での家庭教

育学級の開催 

年４回以上 未達成 

（ 平 均 年

１回） 

生涯学習課 

Ⅰ 11 市民を対象にした男女共同参画

に関する講座・講演会の実施 

年１回以上 １回 

 

地域づくり課 

生涯学習課 

Ⅰ 12 審議会等における女性委員の割

合 

30％ 25.3% 関係各課 

Ⅰ 15 課長相当職に占める女性の割合 

（市職員） 

10％ ６％ 総務課 

Ⅰ 15 副課長相当職に占める女性の割

合（市職員） 

30％ ２５％ 総務課 

Ⅰ 15 班長相当職に占める女性の割合 

（市職員） 

40％ ３２％ 総務課 

Ⅰ 16 女性職員の能力開発のための研

修への参加人数 

述べ年間５人以上 20 人 総務課 

Ⅱ 17 マタニティ教室に男女で参加す

る割合 

80％以上 ８６．７％ 健康増進課 

Ⅱ 21 “おとう飯”に関する啓発 年 1 回 2 回 地域づくり課 

Ⅲ 25 家族経営協定の新規締結数 ５件以上 1 件 農業振興課 

Ⅱ 26 女性の新規認定農業者 ５人以上 1 人 農業振興課 

Ⅱ 30 男性の育児休業等取得率（市職

員） 

10％ ４０％ 総務課 

Ⅱ 30 配偶者出産休暇取得率（市職員） １００％ ６０％ 総務課 

Ⅱ 32 時間外保育の実施 全施設 全施設 子育て支援課 

Ⅱ 32 一時保育の実施 ４カ所 3 カ所 子育て支援課 

Ⅱ 32 病後児保育の実施 １カ所 1 カ所 子育て支援課 

Ⅱ 34 学童保育の開設場所 ９カ所 8 カ所 子育て支援課 

Ⅳ 42 女性消防団員 10 人以上 7 人 安全対策課 

Ⅳ 43 大網白里市防災会議における女性

委員の数 

４人 ５人 安全対策課 
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基本 

目標 

事業 

番号 

指標名 指標 令和 5 年度実績 担当課 

Ⅳ 46 広報紙、ホームページ等を利用

した健診や相談の周知 

年 12 回以上 年 12 回 健康増進課 

Ⅳ 47 新生児または乳児家庭訪問の実

施 

90％以上 ９６．３％ 健康増進課 

Ⅳ 49 乳がん検診の受診者数 2,500 人以上 2,164 名 健康増進課 

Ⅳ 49 子宮がん検診の受診者数 1,000 人以上 993 名 健康増進課 

Ⅴ 60 ＤＶに関するチラシ等の配布に

よる情報提供 

年 1 回以上 子育て支援 1 回 地域づくり

課 

子育て支援

課 

Ⅴ 60 広報紙、ホームページ等を利用

したＤＶ防止に関する周知  

年 1 回以上 子育て支援 1 回 地域づくり

課 

子育て支援

課 

Ⅴ 61 広報紙、ホームページ等を利用

した児童虐待防止に関する周知 

年 1 回以上 1 回 子育て支援

課 

Ⅴ 62 広報紙、ホームページ等を利用

した高齢者・障がい者虐待防止

に関する周知 

年 1 回以上 広報紙・ホーム

ページ各 1回 

高齢者支援

課 

社会福祉課 

Ⅴ 65 乳幼児健診未受診者の状況把握 100％ 1 歳 6 か月児健

診１００％ 

3 歳児健診 

６０％ 

健康増進課 

管理課 

Ⅴ 66 児童虐待防止に関する研修への

参加 

年１回以上 3 回 子育て支援

課 

Ⅴ 66 要保護児童対策地域協議会の開

催 

年１回以上 代表者会議 1 回 

実務者会議 4 回 

特別支援会議 

21 回 

子育て支援

課 

Ⅴ 67 ＤＶに関する研修への参加 年１回以上 3 回 子育て支援

課 

Ⅴ 68 高齢者・障がい者に対する虐待

についての研修への参加 

年 1 回以上 1 回 高齢者支援

課 

社会福祉課 

Ⅴ 72 インターネットを通じた犯罪に

関する児童・生徒への啓発 

年２回以上 年 2 回以上 管理課 

Ⅴ 73 

 

セクハラ等は人権侵害であると

いう認識を促す情報提供 

年１回以上 1 回 地域づくり

課 

Ⅴ 76 広報紙、ホームページ等を利用

した人権相談に関する周知 

年 12 回以上 15 回 地域づくり

課 

Ⅴ 76 人権擁護委員の研修への参加 年１回以上 2 回 地域づくり

課 

Ⅴ 77 街頭人権啓発活動の実施 年 2 回以上 1 回 地域づくり

課 

※着色部分は、指標未達成項目（４１項目中１５項目未達成）   

 


